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　名鉄柏森駅、扶桑駅周辺及び木津用水駅周辺については、「扶桑町自転車等の放置の防止に関する条

例」に基づき、違法駐車及び迷惑駐車の一掃を目的とした放置自転車等禁止区域を指定しています。

　放置自転車は、歩行者の通行に支障をきたすだけでなく、自転車盗など犯罪の原因になることもあ

ります。駅周辺を安全で快適に利用していただくためにも放置自転車等禁止区域には自転車等を放置

しないよう皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

◆対象となる放置自転車等について
　放置自転車等禁止区域（柏森駅、扶桑駅及び木津用水駅周辺）に自転車及び原動機付自転車を１時

間以上放置されますと撤去の対象となります。また、撤去された自転車を受け取るには、総務課窓口

での返還手続きのほか返還手数料が必要となります。

◆自転車等の返還について
　▼返還場所　総務課

　▼返還時間　平日　午前9時～午後5時

　　　　　　　（12月 29日～ 1月 3日及び土日祝日除く）

　▼お持ちいただくもの

　　・受取人の本人確認書類等（免許証、保険証等）

　　・返還手数料（自転車１，０００円、原付２，０００円）

　　・自転車の鍵等

木津用水駅周辺自転車等放置禁止区域

扶桑駅周辺自転車等放置禁止区域放置禁止区域

柏森駅周辺自転車等放置禁止区域

放置自転車等禁止区域放置自転車等禁止区域についてについて
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　5月 12 日（水）は「民生委員・児童委員の日」です。また、全国民生委員児童委員連合会は、18日（火）までの
１週間を民生委員・児童委員の活動を地域の皆さんに知っていただくための「活動強化週間」としています。
　民生委員・児童委員は、「支えあう　住みよい社会　地域から」をスローガンとして、安心して住み続けることが
できる地域社会づくりのため関係機関と連携しながら活動しています。
　そして、安心して住み続けることができる地域社会づくりのためには、地域における人と人とのつながりを強め、
住民互助の機能を高め、関係機関の連携・協働による支援の取り組みを進める必要があります。
　そのためにも、地域の方々に民生委員・児童委員活動について理解を深めていただき信頼関係を築いていくことが
大切です。
　皆さんの地域でも民生委員・児童委員が活動しています。この機会に民生委員・児童委員の活動に関心とご理解を
寄せていただきたいと思います。

福祉児童課　内線 222福祉児童課　内線 222
番窓口番窓口●●３1階1階 民生委員・児童委員の日、活動強化週間について

例
月
出
納
検
査

　

扶
桑
町
で
扱
わ
れ
る
現
金
の
出
納
・
保
管
あ

る
い
は
収
入
・
支
払
事
務
が
適
法
適
切
に
行
わ

れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
主
眼
と
し
て
、
毎
月
１

回
実
施
し
た
。

検
査
の
対
象　

扶
桑
町
に
お
け
る
現
金
及
び
そ

の
出
納
・
各
種
帳
簿
・
証
拠
書
類

検
査
の
結
果　

収
支
現
在
高
は
、
関
係
帳
簿
と

照
合
し
、
適
正
に
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　

な
お
、
一
部
改
善
す
べ
き
点
と
し
て
、
適
切

な
予
算
編
成
に
努
め
る
な
ど
10
項
目
の
意
見
を

付
し
、
適
正
に
執
行
さ
れ
る
よ
う
要
望
し
た
。

決
算
審
査

　

令
和
元
年
度
の
決
算
の
各
計
数
が
正
確
で
あ

る
か
、
ま
た
、
事
務
事
業
は
予
算
の
目
的
に
従

い
経
済
的
、
効
果
的
、
合
法
的
に
執
行
さ
れ
、

財
政
は
健
全
に
運
営
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を

主
眼
と
し
て
実
施
し
た
。

審
査
の
期
間　

令
和
２
年
７
月
１
日
か
ら
同
月

13
日
ま
で
の
う
ち
８
日
間

審
査
の
対
象　

令
和
元
年
度
に
お
け
る
一
般
会

計
・
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
同
決
算
附
属

書
類
、
基
金
運
用
状
況
、
下
水
道
事
業
会
計
決
算

審
査
の
結
果　

審
査
に
付
さ
れ
た
各
会
計
の
歳

入
歳
出
決
算
書
等
は
、
関
係
法
令
に
基
づ
き
処

理
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
計
数
は
正
確
に
表
示
さ

れ
、
決
算
内
容
は
概
ね
適
正
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、
一
部
改
善
す
べ
き
点
と
し
て
、
当
初

予
算
計
上
漏
れ
並
び
に
予
算
配
当
計
画
の
誤
り

な
ど
に
つ
い
て
５
項
目
の
意
見
を
付
し
、
適
正

に
執
行
さ
れ
る
よ
う
要
望
し
た
。

財
政
健
全
化
判
断
比
率
及
び

　
　
　
　
　

資
金
不
足
比
率
審
査

　

健
全
な
財
政
状
況
の
指
標
と
な
る
財
政
健
全

化
判
断
比
率
及
び
特
別
会
計
事
業
の
経
営
健
全

化
を
判
断
す
る
資
金
不
足
比
率
に
つ
い
て
、
そ

の
比
率
及
び
関
係
書
類
が
適
正
に
作
成
さ
れ
て

い
る
か
ど
う
か
を
主
眼
と
し
て
実
施
し
た
。

審
査
実
施
日　

令
和
２
年
８
月
６
日

審
査
の
対
象　

令
和
元
年
度
財
政
健
全
化
判
断

比
率
、
資
金
不
足
比
率

審
査
の
結
果　

審
査
に
付
さ
れ
た
比
率
等
は
、

関
係
法
令
等
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
算
定
は
適
正
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
。

定
例
監
査

　

扶
桑
町
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
並
び

に
事
務
事
業
が
、
法
令
に
従
い
計
画
的
か
つ
効

果
的
に
行
わ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
、
組
織
が
合

町
行
政
全
般
を
チ
ェ
ッ
ク

町
行
政
全
般
を
チ
ェ
ッ
ク

　

令
和
２
年
度
に
お
い
て
、
地
方
自
治
法
の
規
定
に
基
づ
き

実
施
し
た
監
査
の
概
要
と
、
そ
の
結
果
を
次
の
と
お
り
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

扶
桑
町
監
査
委
員

　
　

水み
ず

野の　

敏と
し

夫お

      

丹に

羽わ　

友ゆ
う

樹き

令
和
２
年
度
監
査
概
要

令
和
２
年
度
監
査
概
要

監
査
委
員
事
務
局　

内
線
３
６
２

●●13
２
階

番
窓
口

理
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
主
眼
と

し
て
実
施
し
た
。

監
査
の
期
間　

令
和
２
年
11
月
５
日
か
ら
11
月

17
日
ま
で
の
う
ち
８
日
間

監
査
の
対
象　

令
和
２
年
度
上
半
期
歳
入
歳
出

状
況
及
び
附
属
書
類

監
査
の
結
果　

各
事
務
は
、
法
令
等
に
準
拠
し
て

概
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
。

　

な
お
、
一
部
改
善
す
べ
き
点
と
し
て
、
予
算

積
算
の
誤
り
及
び
予
算
配
当
の
誤
り
な
ど
に
つ

い
て
４
項
目
の
意
見
を
付
し
、
適
正
に
執
行
さ

れ
る
よ
う
指
摘
し
た
。

財
産
管
理
監
査

　

町
有
財
産
で
あ
る
各
種
施
設
が
、
適
切
に
管

理
運
営
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
主
眼
と
し
て

実
施
し
た
。

監
査
実
施
日　

令
和
２
年
10
月
８
日

監
査
の
対
象　

扶
桑
町
中
央
公
民
館
・
高
雄
西

学
習
等
供
用
施
設
・
山
名
西
学
習
等
供
用
施
設

監
査
の
結
果　

全
体
と
し
て
施
設
は
整
備
さ
れ
、

良
好
に
管
理
・
運
営
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
。

　

な
お
、
一
部
改
善
・
検
討
す
べ
き
点
と
し
て
１

項
目
の
意
見
を
付
し
、
適
正
に
管
理
さ
れ
る
よ
う

指
摘
し
た
。

財
政
援
助
団
体
監
査

　

町
が
交
付
し
た
補
助
金
が
目
的
に
従
い
適
正

に
執
行
さ
れ
、
効
果
が
十
分
に
達
成
さ
れ
て
い

る
か
ど
う
か
を
主
眼
と
し
て
実
施
し
た
。

監
査
実
施
日　

令
和
３
年
２
月
４
日

監
査
の
対
象　
愛
知
北
農
業
協
同
組
合 

扶
桑
支
店

監
査
の
結
果　

監
査
対
象
団
体
に
係
る
出
納
及

び
そ
の
他
の
事
務
の
執
行
に
つ
い
て
は
、
適
正

と
認
め
ら
れ
た
。
な
お
、
一
部
改
善
す
べ
き
点

と
し
て
、
補
助
率
の
根
拠
の
明
示
な
ど
に
つ
い

て
３
項
目
の
意
見
を
付
し
、
適
正
に
管
理
さ
れ

る
よ
う
指
摘
し
た
。

工
事
監
査

　

工
事
の
施
行
が
法
令
等
に
準
拠
し
て
適
正
か

つ
効
率
的
、
合
理
的
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
、
ま
た
経
済
的
に
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
、

技
術
的
調
査
を
主
眼
と
し
て
実
施
し
た
。
な
お
、

調
査
は
公
益
社
団
法
人
大
阪
技
術
振
興
協
会
に

委
託
し
、
そ
の
結
果
を
参
考
に
し
た
。

監
査
実
施
日　

令
和
３
年
１
月
12
日

監
査
の
対
象　

雨
水
貯
留
施
設
整
備
工
事

　
　
　
　
　
　
（
高
雄
南
公
園
）

監
査
の
結
果　

工
事
は
法
令
等
に
準
拠
し
て
適

正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
が
、
工

程
管
理
、
施
工
計
画
及
び
現
場
管
理
な
ど
に
つ

い
て
６
項
目
を
指
摘
し
た
。


